
（
国
際
政
策
課
パ
ス
ポ
ー
ト
班 

一
般
競
争
入
札
の
実
施
） 

  
次
の
と
お
り
一
般
競
争
入
札
に
付
す
る
の
で
公
告
す
る
。 

 
 

令
和
八
年
四
月
十
五
日 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 

大
分
県
知
事 

 

佐 
 

 

藤 
 

 

樹 
 

 

一 
 

 

郎 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

一 

競
争
入
札
に
付
す
る
事
項 

 

１ 

委
託
業
務
名 
大
分
県
旅
券
作
成
等
業
務
委
託 

 

 

２ 

委
託
業
務
の
内
容 
大
分
県
旅
券
作
成
等
業
務
に
関
す
る
仕
様
書
（
以
下
「
仕
様
書
」
と
い
う
。
） 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

の
と
お
り 

 

３ 

委
託
期
間 

令
和
八
年
六
月
一
日
か
ら
令
和
十
一
年
五
月
三
十
一
日
ま
で 

 
 

 
 

 
 

 
 

（
地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
二
百
三
十
四
条
の
三
に
規
定 

 
 

 
 

 
 

 
 

す
る
長
期
継
続
契
約
） 

 

４ 

履
行
場
所 

仕
様
書
の
と
お
り 

二 

競
争
入
札
に
参
加
す
る
者
に
必
要
な
資
格
に
関
す
る
事
項 

 

１ 

地
方
自
治
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
二
年
政
令
第
十
六
号
）
第
百
六
十
七
条
の
四
の
規
定
に
該
当
し
な 

 
 

い
者
で
あ
る
こ
と
。 

 
 

 
 

 
 

２ 

大
分
県
内
に
本
社
又
は
支
社
等
を
有
し
て
い
る
こ
と
。 

 

３ 

大
分
県
が
発
注
す
る
物
品
等
の
製
造
の
請
負
及
び
買
入
れ
等
に
係
る
競
争
入
札
に
参
加
す
る
者
に
必 

 
 

要
な
資
格
（
平
成
二
十
年
大
分
県
告
示
第
百
四
十
八
号
）
に
定
め
る
入
札
参
加
資
格
を
取
得
し
て
い
る 

 
 

者
で
あ
る
こ
と
。 

 

４ 

会
社
更
生
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
五
十
四
号
）
又
は
民
事
再
生
法
（
平
成
十
一
年
法
律
第
二
百 

 
 

二
十
五
号
）
に
よ
り
更
生
手
続
、
再
生
手
続
等
を
し
て
い
な
い
こ
と
。 

 

５ 

大
分
県
が
発
注
す
る
物
品
等
の
製
造
の
請
負
及
び
買
入
れ
等
の
契
約
に
係
る
指
名
停
止
措
置
を
現
に 

 
 

受
け
て
い
な
い
者
で
あ
る
こ
と
。 

 

６ 

一
般
財
団
法
人
日
本
情
報
経
済
社
会
推
進
協
会
が
定
め
る
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
マ
ー
ク
の
付
与
の
認
定
若 

 
 

し
く
は
Ｉ
Ｓ
Ｍ
Ｓ
認
証
を
取
得
し
て
い
る
者
又
は
個
人
情
報
保
護
の
取
扱
い
に
関
し
て
こ
れ
ら
を
取
得 

 
 

し
て
い
る
者
と
同
等
の
信
頼
性
を
有
す
る
と
認
め
ら
れ
る
者
で
あ
る
こ
と
。 

 
 

７ 

業
務
開
始
日
ま
で
に
旅
券
の
作
成
業
務
の
経
験
者
を
二
名
以
上
確
保
す
る
こ
と
。
た
だ
し
、
平
成
二 

 
 

十
四
年
四
月
一
日
か
ら
入
札
公
告
の
日
ま
で
に
、
地
方
公
共
団
体
が
発
注
す
る
旅
券
の
作
成
業
務
を
履 

 
 

行
し
た
実
績
が
あ
る
者
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。
（
業
務
開
始
日
ま
で
に
業
務
従
事
者
の
氏
名
及
び
旅 

券
の
作
成
業
務
の
従
事
年
数
を
任
意
様
式
に
て
提
出
す
る
こ
と
。
） 

 

８ 

自
己
又
は
自
己
の
役
員
等
が
、
次
の
い
ず
れ
に
も
該
当
し
な
い
者
で
あ
る
こ
と
及
び
次
に
掲
げ
る
者 

 
 

が
、
そ
の
経
営
に
実
質
的
に
関
与
し
て
い
な
い
者
で
あ
る
こ
と
。 

 
 
 
 
 
 

な
お
、
資
格
要
件
確
認
の
た
め
、
大
分
県
警
察
本
部
に
照
会
す
る
場
合
が
あ
る
。 

 
 

㈠ 

暴
力
団
（
暴
力
団
員
に
よ
る
不
当
な
行
為
の
防
止
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
三
年
法
律
第
七
十
七 

 
 

号
）
第
二
条
第
二
号
に
規
定
す
る
暴
力
団
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
） 



 
 

㈡ 

暴
力
団
員
（
同
法
第
二
条
第
六
号
に
規
定
す
る
暴
力
団
員
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
） 

 
 

㈢ 

暴
力
団
員
が
役
員
と
な
っ
て
い
る
事
業
者 

 
 

㈣ 

暴
力
団
員
で
あ
る
こ
と
を
知
り
な
が
ら
、
そ
の
者
を
雇
用
・
使
用
し
て
い
る
者 

 
 

㈤ 
暴
力
団
員
で
あ
る
こ
と
を
知
り
な
が
ら
、
そ
の
者
と
下
請
契
約
又
は
資
材
、
原
材
料
の
購
入
契
約 

 
 

等
を
締
結
し
て
い
る
者 

 
 

㈥ 

暴
力
団
又
は
暴
力
団
員
に
経
済
上
の
利
益
又
は
便
宜
を
供
与
し
て
い
る
者 

 
 

㈦ 

暴
力
団
又
は
暴
力
団
員
と
社
会
通
念
上
ふ
さ
わ
し
く
な
い
交
際
を
有
す
る
な
ど
社
会
的
に
非
難
さ 

 
 

れ
る
関
係
を
有
し
て
い
る
者 

 
 

㈧ 

暴
力
団
又
は
暴
力
団
員
で
あ
る
こ
と
を
知
り
な
が
ら
こ
れ
ら
を
利
用
し
て
い
る
者 

三 

契
約
条
項
を
示
す
場
所
及
び
日
時 

 
 

１ 

場
所 

大
分
市
荷
揚
町
二
番
三
十
一
号 

 

大
分
市
役
所
本
庁
舎 

地
下
一
階 

 
  

 
 

 
 

大
分
県
企
画
振
興
部
国
際
政
策
課
パ
ス
ポ
ー
ト
班 

 

 
  

 
 

 
 

 
 

電
話 

〇
九
七―

五
三
六―
一
七
八
六 

 
 

 
 

 
 

 
 

フ
ァ
ク
シ
ミ
リ 

〇
九
七―
五
三
六―

一
四
七
六 

 

２ 

日
時 

令
和
八
年
四
月
十
五
日
か
ら
同
年
四
月
二
十
八
日
ま
で
（
日
曜
日
、
土
曜
日
及
び
国
民
の
祝

日
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
七
十
八
号
）
に
規
定
す
る
休
日
を
除
く
。
）
の

午
前
九
時
か
ら
午
後
五
時
ま
で 

四 

入
札
説
明
書
を
交
付
す
る
場
所
及
び
日
時 

 

１ 

場
所 

大
分
市
荷
揚
町
二
番
三
十
一
号 

 

大
分
市
役
所
本
庁
舎 
地
下
一
階 

 
  

 
 

 
 

大
分
県
企
画
振
興
部
国
際
政
策
課
パ
ス
ポ
ー
ト
班 

 

２ 

日
時 

令
和
八
年
四
月
十
五
日
か
ら
同
年
四
月
二
十
八
日
ま
で
（
日
曜
日
、
土
曜
日
及
び
国
民
の
祝

日
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
七
十
八
号
）
に
規
定
す
る
休
日
を
除
く
。
）
の

午
前
九
時
か
ら
午
後
五
時
ま
で 

五 

入
札
参
加
資
格
の
確
認 

 
 

入
札
に
参
加
を
希
望
す
る
者
は
、
大
分
県
旅
券
作
成
等
業
務
に
係
る
一
般
競
争
入
札
参
加
資
格
確
認
申 

請
書
（
以
下
「
申
請
書
」
と
い
う
。
）
を
次
に
よ
り
提
出
し
、
入
札
参
加
資
格
の
確
認
を
受
け
な
け
れ
ば 

な
ら
な
い
。 

 
 

な
お
、
提
出
さ
れ
た
書
類
に
つ
い
て
県
が
説
明
を
求
め
た
場
合
は
、
速
や
か
に
こ
れ
に
応
じ
な
け
れ
ば 

な
ら
な
い
。 

 

１ 

提
出
書
類 

 
 

㈠ 

申
請
書 

 
  

㈡ 

担
当
者
届 

 
  

㈢ 

プ
ラ
イ
バ
シ
ー
マ
ー
ク
の
付
与
の
認
定
若
し
く
は
Ｉ
Ｓ
Ｍ
Ｓ
認
証
を
取
得
し
て
い
る
こ
と
を
証
明 

 
 

 

す
る
も
の
の
写
し
又
は
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
マ
ー
ク
若
し
く
は
Ｉ
Ｓ
Ｍ
Ｓ
認
証
と
同
等
の
信
頼
性
を
有
す 

 
 

 

る
個
人
情
報
の
取
扱
い
の
実
施
に
係
る
届
出
書
等 

 
  

㈣ 

平
成
二
十
四
年
四
月
一
日
か
ら
入
札
公
告
の
日
ま
で
に
、
地
方
公
共
団
体
が
発
注
す
る
旅
券
の
作 

 
 

 

成
業
務
を
履
行
し
た
実
績
が
あ
る
場
合
に
は
当
該
契
約
書
の
写
し 



 
 

㈤ 

商
業
・
法
人
登
記
簿
謄
本
又
は
登
記
事
項
証
明
書 

 
 

㈥ 

会
社
概
要
に
関
す
る
資
料
（
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
等
） 

 
２ 

申
請
書
等
の
提
出
期
限 

 
 

 
令
和
八
年
四
月
二
十
八
日
（
火
）
午
後
五
時
ま
で 

 
 

３ 

申
請
書
等
の
提
出
方
法 

 
 

 

持
参
又
は
郵
送
と
す
る
。 

 
 

 

な
お
、
郵
送
に
よ
る
場
合
は
、
書
留
郵
便
と
し
、
提
出
期
限
ま
で
に
大
分
県
企
画
振
興
部
国
際
政
策 

 
 

課
パ
ス
ポ
ー
ト
班
に
必
着
の
こ
と
。
ま
た
、
封
筒
に
「
大
分
県
旅
券
作
成
等
業
務
に
係
る
一
般
競
争
入 

 
 

札
参
加
資
格
確
認
書
類
在
中
」
と
朱
書
き
す
る
こ
と
。 

 
 

４ 

提
出
部
数 

 
 

 

各
一
部 

六 

入
札
説
明
会 

 
 
 
 

実
施
し
な
い
。 

七 

入
札
の
場
所
及
び
日
時
等 

 
 

１ 

場
所 

大
分
市
大
手
町
三
丁
目
一
番
一
号 

県
庁
舎
本
館 

二
階 

二
三
会
議
室 

 

 
 

２ 

日
時 

令
和
八
年
五
月
十
三
日
（
水
）
午
前
十
時 

八 

開
札
の
場
所
及
び
日
時
等 

 
 

１ 

場
所 

七
の
１
に
同
じ 

 
 

２ 

日
時 

七
の
２
に
同
じ 

 
 

３ 
 

再
度
入
札 

開
札
を
し
た
場
合
に
お
い
て
、
落
札
者
が
な
い
と
き
は
、
地
方
自
治
法
施
行
令
第
百
六 

 
 

 
 

 
 

 

十
七
条
の
八
第
四
項
に
よ
り
再
度
の
入
札
を
行
う
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
再
度
の
入
札 

 
 

 
 

 
 

 

は
、
直
ち
に
そ
の
場
で
行
う
も
の
と
す
る
。 

九 

落
札
者
の
決
定
方
法 

 

１ 

有
効
な
入
札
書
で
、
予
定
価
格
の
範
囲
内
で
最
低
の
価
格
を
も
っ
て
入
札
し
た
者
を
契
約
の
相
手
方 

 
 

と
す
る
。 

 

２ 

落
札
者
と
な
る
べ
き
同
価
の
入
札
者
が
二
者
以
上
あ
る
と
き
は
、
直
ち
に
当
該
入
札
者
に
く
じ
を
引 

 
 

か
せ
、
落
札
者
を
決
定
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
入
札
者
の
う
ち
く
じ
を
引
か
な
い
者
が
あ 

 

る
と
き
は
、
こ
れ
に
代
え
て
当
該
入
札
事
務
に
関
係
の
な
い
県
職
員
に
く
じ
を
引
か
せ
る
も
の
と
す 

 

 
 

る
。 

十 

入
札
保
証
金
に
関
す
る
事
項 

 
 
 
 

大
分
県
契
約
事
務
規
則
（
昭
和
三
十
九
年
大
分
県
規
則
第
二
十
二
号
）
第
二
十
条
第
三
項
第
二
号
の
規 

定
に
よ
り
入
札
保
証
金
の
全
部
を
免
除
す
る
。 

十
一 

無
効
入
札
に
関
す
る
事
項 

 
 

次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
入
札
は
、
無
効
と
す
る
。
な
お
、
無
効
入
札
を
し
た
者
は
、
再
度
入
札
に 

参
加
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
場
合
が
あ
る
。 

 

１ 

こ
の
公
告
に
示
し
た
入
札
参
加
資
格
の
な
い
者
の
し
た
入
札 

 

２ 

競
争
に
際
し
、
不
当
に
価
格
を
せ
り
上
げ
る
目
的
で
他
人
と
連
合
し
た
と
認
め
ら
れ
る
者
の
し
た
入 



 
 

札 

 

３ 

本
件
の
入
札
に
つ
い
て
、
二
以
上
の
入
札
書
を
提
出
し
た
者
の
し
た
入
札 

 
４ 

本
件
の
入
札
に
つ
い
て
、
二
以
上
の
入
札
者
の
代
理
人
と
な
っ
た
者
の
し
た
入
札 

 

５ 
入
札
金
額
の
訂
正
に
訂
正
印
の
な
い
入
札 

 

６ 

入
札
金
額
、
住
所
、
氏
名
、
押
印
そ
の
他
入
札
要
件
を
認
定
し
が
た
い
入
札 

 

７ 

入
札
に
際
し
、
不
正
の
行
為
を
行
っ
た
者
に
よ
る
入
札 

 

８ 

提
出
書
類
に
虚
偽
の
記
載
を
行
っ
た
者
の
し
た
入
札 

 

９ 

そ
の
他
入
札
説
明
書
に
お
い
て
示
す
入
札
に
関
す
る
条
件
等
に
違
反
し
た
入
札 

十
二 

最
低
制
限
価
格
に
関
す
る
事
項 

 
 

設
定
し
な
い
。 

十
三 

そ
の
他 

 

１ 

こ
の
入
札
に
係
る
契
約
は
、
地
方
自
治
法
第
二
百
三
十
四
条
の
三
に
規
定
す
る
長
期
継
続
契
約
で
あ 

 
 

る
た
め
、
契
約
の
締
結
の
日
の
属
す
る
年
度
の
翌
年
度
以
降
に
お
い
て
、
当
該
契
約
に
係
る
歳
入
歳
出 

 
 

予
算
の
減
額
又
は
削
除
が
あ
っ
た
場
合
は
、
契
約
の
相
手
側
と
契
約
を
解
除
で
き
る
も
の
と
す
る
。 

 

２ 

そ
の
他
の
詳
細
は
、
入
札
説
明
書
に
よ
る
。 

 

３ 

本
件
入
札
及
び
契
約
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
部
局 

大
分
県
企
画
振
興
部
国
際
政
策
課
パ
ス
ポ 

 
 

ー
ト
班 


